
都道府県・政令市における環境影響評価法改正事項に係る対応状況
平成27年４月現在

第２種
事業

法第２種
事業

01 北海道 ○ H25.10 0 ― 義務 任意 規定なし 必須 必須 必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

02 青森県 - -
法より小規模な条例対象事業に義務づけることは過
剰な規制となるため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

03 岩手県 - -
審査期間が長期化し、復興事業に遅れが生じる恐れ
があるため

― ― ― ― ― ― ― ○

04 宮城県 - -
技術指針において方法書での複数案設定を義務化し
ており、方法書で一体的に対応しているため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

05 秋田県 - - 条例対象事業は法第２種事業より規模が小さいため ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

06 山形県 - -
条例対象事業は法対象事業に比べて規模が小さく、
重大な環境影響を及ぼす恐れが小さいため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

07 福島県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

08 茨城県 ○ H25.4 2 ― 任意 任意
必要に
応じて

必要に
応じて

努力規定
（事業者）

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

09 栃木県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

10 群馬県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

11 埼玉県 △ H14.4 6 ― 一部義務 一部義務 必須 必須 必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

12 千葉県 △ H20.4 - ― 一部義務 一部義務 必須 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

13 東京都 ○ H15.1 3 ― 一部義務 義務 必須 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○

14 神奈川県 - -
法改正の実施効果を検証したうえで検討することとし
ているため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

15 新潟県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

16 富山県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ―

17 石川県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ―

18 福井県 ○ H25.4 0 ― 義務 任意 規定なし
必要に
応じて

必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

19 山梨県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

20 長野県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ―

21 岐阜県 - -
法対象事業、他県の事例の集積を待ち、その実効性
を検証しながら導入を検討するため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

22 静岡県 △ H25.4 - ― 一部義務 規定なし 必須
必要に
応じて

必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

23 愛知県 ○ H25.4 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

24 三重県 - -
期間の延長、費用の増大等、事業者にとって負担増
となり、過剰な規制となることも考えられるため

― ― ― ― ― ― ― ○

25 滋賀県 ○ H26.4 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

26 京都府 ○ H26.7 0 ― 義務 任意 義務 必須 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

27 大阪府 - -
技術指針において、計画段階での複数案の検討結果
を方法書に記載するよう規定しているため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○

28 兵庫県 ○ H25.10 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必須
必須

（事業者）
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

29 奈良県 ○ H27.4 0 ― 義務 義務 必須 必須 必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

30 和歌山県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

31 鳥取県 ○ H25.4 0 ― 義務 義務 必須 必須 必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

32 島根県 ○ H25.10 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

33 岡山県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ―

34 広島県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

35 山口県 ○ H25.4 0 ― 任意 任意 規定なし 必須 必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

36 徳島県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○

37 香川県 ○ H25.7 0 ― 任意 規定なし
必要に
応じて

必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

38 愛媛県 - -
条例対象事業は法第２種事業より規模が小さく、事業
実施による環境影響が小さいため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

39 高知県 - -
技術指針において、計画段階での複数案の検討結果
を方法書に記載するよう規定しているため

― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

40 福岡県 ○ H25.10 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必須
努力規定
（事業者）

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

41 佐賀県 ○ H26.4 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必要に
応じて

努力規定
（事業者）

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

42 長崎県 ○ H26.3 0 ― 一部義務 義務
必要に
応じて

必須
努力規定
（事業者）

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

43 熊本県 ○ H28.4 - ― 義務 義務
必要に
応じて

必須 必須
努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

44 大分県 ○ H25.9 0 ― 義務 任意 規定なし
必要に
応じて

必須
必要に
応じて

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

45 宮崎県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

46 鹿児島県 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

47 沖縄県 ○ H26.2 0 ― 義務 義務
必要に
応じて

必要に
応じて

努力規定
（事業者）

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

22 11 検討中：１４、導入しない予定：１１ 義務：14 義務：０ 義務：13 必須：９ 必須：17 必須：15 義務：９ 37 39 38 41

48 札幌市 ○ H25.10 0 ― 義務 任意 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

49 仙台市 - 0 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

50 さいたま市 - - 導入検討中 ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

51 千葉市 △ H26.4 - ― 一部義務 対象外 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

52 横浜市 ○ H23.8 0 ― 義務 義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○

53 川崎市 ○ H25.4 - ― 一部義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○

54 相模原市 ○ H27.7 0 ― 一部義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○

55 新潟市 ○ H25.10 ― 義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

56 名古屋市 ○ H25.4 ― 義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○ ○

57 京都市 ○ H25.4 ― 義務 義務 必須 必須
義務

（自治体）
○ ○ ○

58 大阪市 ‐
事業計画策定段階での環境配慮を技術指針で規定し
ているため

― ― ― ― ― ― ○ ○

59 堺市 ○ H20.4 ― 義務 義務 必須
必要に
応じて

義務
（自治体）

○ ○ ○ ○

60 吹田市 ‐
市の条例は、法及び大阪府条例対象以外のものを対
象事業としており、対象規模が小さいため

― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

61 神戸市 ○ H25.10 ― 義務 義務 必須
必要に
応じて

義務
（自治体）

○ ○ ○ ○

62 尼崎市 ‐
国の第二種事業よりはるかに規模の小さい本市の対
象事業に適用する有効性は確認できないため

― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

63 広島市 △ H16.4 ― 一部義務 対象外 必須 必須
義務

（事業者）
○ ○ ○ ○

64 北九州市 ○ H25.10 ― 義務 義務 必須
必要に
応じて

義務
（自治体）

○ ○ ○ ○

65 福岡市 ○ H25.10 ― 義務 義務 必須
必要に
応じて

努力規定
（事業者）

○ ○ ○ ○

13 0 検討中：２、導入しない予定：３ 義務：９ 義務：１ 義務：11 必須：13 必須：９ 義務：12 14 16 17 18

35 11 検討中：16、導入しない予定：14 義務：23 義務：１ 義務：24 必須：22 必須：26 必須：15 義務：21 51 55 55 59

※　導入状況の「△」は要綱による導入

導入政令市数

合計

導入都道府県数

自治体名
事後調査
報告書の

公表

計画段階配慮書手続の導入状況

導入
状況
※

施行
導入していない理由

（H26.7 環境省調査による）

方法書の
要約書の

作成

方法書に
おける

説明会の
開催

評価図書の
電子縦覧配慮書

の作成
住民意見
の聴取

知事意見又
は市長意見

の提出

市町村長
意見の
聴取

手続き
件数

(H26.7
現在)

審査会
への

意見聴取
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